（様式１）

公募型プロポーザル方式募集要領等質問書

	令和　　年　　月　　日　

　　福島県建設産業室　宛

住所　
商号又は名称　
代表者氏名　
電話番号　
（作成担当者　　　　　　　　　）


	業務名
	建設現場見学会支援業務委託

	質問事項

	



※１　提出期限：令和８年５月２２日（金）１７時
提出方法E-Mail：kensetusangyou@pref.fukushima.lg.jp
　※２　送信後は、電話で（024-521-7452　鈴木宛て）受信確認をお願いします。

（様式３）

建設現場見学会支援業務委託
公募型プロポーザル方式提出書類送付書

	令和　　年　　月　　日　

　　福島県知事　様

住所　
商号又は名称　
代表者氏名　
電話番号　
（作成担当者　　　　　　　　　）


令和８年５月１８日付けで募集のありました建設現場見学会支援業務委託の企画提案に係る書類について、下記のとおり送付します。
なお、募集要項に示す参加資格の全てを満たし、送付書類の内容は、事実と相違ないことを誓約します。
記
　□　参加資格を確認するための書類【各１部】
　　　□　本業務に類似する受託業務契約実績一覧　　（様式４）
　　　□　上記一覧の内容が確認できる書類　　　　　（契約書や仕様書等の写し）
　　　□　会社の概要や実施事業分野が記載されたパンフレット等
　　　□　法人登記簿の写し（参加申込日の３ヶ月以内のもの）
　　　□　暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
に関する同意書　　　　　　　　　　　　　（様式５）
□　業務内容に関する企画提案書【各１部】
（Ａ４判（縦横可）カラー片面印刷　計５枚以内）
　　　□　企画提案書　　　　　　　　　　　　　　　（任意様式Ａ４判　３枚以内）
　　　□　スケジュール　　　　　　　　　　　　　　（任意様式Ａ４判　１枚）
　　　□　参考見積　　　　　　　　　　　　　　　　（任意様式Ａ４判　１枚）


※　□の覧をチェックし、書類に不備がないことを確認すること。

※１　提出期限：令和８年６月１日（月）１７時（必着）
　※２　提出方法：郵送又は持参（持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８時４５分から１７時００分まで）
（様式４）

本業務に類似する受託業務契約実績一覧

	
業務名　　建設現場見学会支援業務委託　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

	１
	業務名
	

	
	契約期間
	

	
	契約金額
	

	
	契約先
	

	２
	業務名
	

	
	契約期間
	

	
	契約金額
	

	
	契約先
	

	３
	業務名
	

	
	契約期間
	

	
	契約金額
	

	
	契約先
	

	
	業務名
	

	
	契約期間
	

	
	契約金額
	

	
	契約先
	

	
	業務名
	

	
	契約期間
	

	
	契約金額
	

	
	契約先
	


　※　３件以上記載すること。
（様式５）

暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書


福島県知事　内堀　雅雄　様

１　私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者）（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
（３）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
（４）暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
（５）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

２　私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用いまたは意力を用いて福島県の信用を毀損し、または福島県の業務を妨害する行為

３　私は、暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は福島県から請求があり次第、福島県に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁償します。

４　上記に関して不法行為があった場合は法的措置（民事・刑事）を講じられても構いません。

記入日　　　令和　　年　　月　　日

実印

住所（または所在地）

社名及び代表者名又は
個人事業主の氏名

別紙１
○○○○○業務共同体協定書（例）

（目的）
第１条　当共同体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。
（１）○○発注に係る○○○○○業務（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「○○○○○業務」という。）
（２）前号に附帯する業務

（名称）
第２条　当共同体は、○○○○○業務□□□□△△△共同体（以下「共同体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　共同体は、令和○○年○○月○○日に成立し、○○○○○業務の委託契約の履行後３ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　○○○○○業務を受託することができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該○○○○○業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）
第５条　共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
□□□□株式会社
○○県○○市○○町○○番地
△△△株式会社

（代表者の名称）
第６条　共同体は、□□□□株式会社を代表者とする。

（代表者の権限）
第７条　共同体の代表者は、○○○○○業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
２　構成員は、成果物（契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。）等について、契約日以降著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２章及び第３章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。

（分担業務）
第８条　各構成員の○○○○○業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○の○○業務　　□□□□株式会社
○○○の○○業務　　△△△株式会社
２　前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする。

（運営委員会）
第９条　共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、○○○○○業務の履行に当たるものとする。

（構成員の責任）
第１０条　構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第１１　条共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）
第１２条　構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。

（共通費用の分担）
第１３条　本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会おいて、各構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）
第１４条　構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
２　構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
３　前２項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
４　前３項の規定は、いかなる意味においても第１０条に規定する共同体の責任を免れるものではない。

（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

（業務途中における構成員の脱退）
第１６条　構成員は、共同体が○○○○○業務を完了する日までは脱退することはできない。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第１７条　構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
２　前項の場合においては、第１４条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後のかしに対する構成員の責任）
第１８条　共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）
第１９条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。


□□□□株式会社外○社は、上記のとおり○○○○○業務共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。

令和○○年○○月○○日
□□□□株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印

△△△株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印

○○株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印



○○○○○業務□□□□△△△設計共同体の
分担業務額に関する協定書



○○発注に係る○○○○○業務について、○○○○○業務設計共同体協定書第８条第２項の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。

記

分担業務額（消費税分及び地方消費税分を含む。）
○○○の○○業務　　□□□□株式会社　　○○円
○○○の○○業務　　△△△株式会社　　○○円

□□□□株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。

令和○○年○○月○○日

○○○○○業務□□□□△△△共同体

代表者　　□□□□株式会社　代表取締役　　○ ○ ○ ○ 印

△△△株式会社　　代表取締役　　○ ○ ○ ○ 印


△△△株式会社　　代表取締役　　○ ○
